












EV
EV

FCV EV

EV FCV

8

8

EV FCV

LED LED

FCFC

LED

LNG
LNG

LNG

50

2013



 

 

１．趣旨 

博多港においては、国際競争力の強化にあたり、民の視点を取り込んだ港湾運営の効率化

を図るため、平成 26 年４月 1日より港湾運営会社制度を適用し、博多港ふ頭株式会社を 

「博多港港湾運営会社」に指定している。 

 

港湾運営会社制度の適用にあたっては、その制度を適用する区域を港湾計画に位置づけ 

る必要があったため、平成 25 年５月の第 27 回博多港地方港湾審議会において、博多港港   

湾計画の一部変更について審議している。 

 

博多港港湾運営会社は、港湾法に基づいて「博多港における埠頭群の運営の事業に関する

計画」（以下「運営計画」という。）を策定し、その運営計画に基づいて、香椎パークポート

地区及びアイランドシティ地区コンテナターミナル（以下「コンテナターミナル」という。）

を構成する港湾施設の貸付けを受け、一体的に運営している。 

 

現在の運営計画には、港湾施設の貸付期間が平成 26 年度から令和５年度と記載されてお

り、博多港港湾運営会社が引き続きコンテナターミナルを運営するためには、新たな貸付期

間を記載した運営計画に変更する必要がある。 

 

よって、博多港港湾運営会社から申請があった運営計画の変更について、これまでの 

運営実績や港湾管理者の評価もあわせて、博多港地方港湾審議会に報告するもの。 

 

なお、運営計画や実績には、博多港港湾運営会社の資金計画や収支計画が含まれている 

ことから、本報告資料においては、その概要を記載する。 
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２． 港湾運営会社制度の概要 

（１）制度創設の背景（平成 23 年 3 月 31 日 港湾法等の改正） 

・経済のグローバル化や東アジアの経済成長に伴い、我が国をめぐる国際海上輸送は大

きく変化。日本発着貨物の東アジア諸港積み替えが増加し、国際的な基幹航路の我が

国寄港回数が減少傾向。 

・我が国の基幹航路寄港回数を回復しなければ、我が国の経済に打撃を与えるおそれが

あることから、港湾整備における選択と集中及び港湾運営に民の視点を取り込んだ運

営の一層の効率化を図り、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図る必要が生じた。 

・そこで、我が国の港湾の国際競争力の強化のため、国際コンテナ戦略港湾を港湾法上

の港格として新たに「国際戦略港湾」（東京港など５港）と位置付けるとともに、特

定重要港湾の名称を「国際拠点港湾」（博多港など 18 港）に改め、これらの港湾にお

いてコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行

政財産の貸付けに係る制度が創設された。 

 

（２）制度の概要  

・1 つの港に１社に限り、コンテナ埠頭等を一体的に運営する港湾運営会社を指定 

・国や港湾管理者が整備した行政財産である港湾施設を長期的・一体的に貸付け 

・利用者のニーズに沿った柔軟な利用料金を自ら設定し、利用者から料金を徴収 

・港湾運営会社独自の設備投資（荷役機械等） 

・荷役機械等の整備に係る支援（税制優遇、無利子貸付） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
港湾運営会社

荷役機械など
（会社が整備）

流通施設の経営など関連事業は
自由に展開

運営計画に基づき、港湾運営に関する
業務を一元的に担う

財産貸付

協力

監督

財産貸付

支援

監督

港
湾
管
理
者
（

福
岡
市
）

国

民間資金 利用者（船社等）

港湾管理者による指定

埠頭群の運営業務

関連事業

行政財産の貸付け

・港湾運営会社の提案も
踏まえ、港湾計画を作成
・臨港地区における行為
の届出の特例

公共性確保のための
チェック
（運営計画・料金変更命
令・監督命令・大口株式
保有への規制等）

出
資

料
金

サ
ー

ビ

ス

港湾施設
（国・港湾管理者）

行政財産の貸付け
（港湾管理者経由）

荷役機械などの整備に係
る支援（税制優遇・無利
子貸付）など

公共性確保のための
チェック（会社指定・運営
計画変更時の同意）

料金決定権を確保し、荷主・船社への
営業活動

公設民営

出典:交通政策審議会港湾分科会（平成 24 年 7 月 国土交通省港湾局）を基に作成 
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３．博多港港湾運営会社について 

（１）博多港における港湾運営会社制度の適用区域（効率的な運営を特に促進する区域） 

博多港港湾計画において、港湾運営会社制度を適用する区域として、アイランドシ   

ティ地区及び香椎パークポート地区のコンテナターミナルと箱崎ふ頭地区の国際・国

内ＲＯＲＯターミナルを指定した。（H25 年 7 月 博多港港湾計画の一部変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※箱崎ふ頭地区（国際・国内ＲＯＲＯターミナル）については、国際・国内ＲＯＲＯ 

ターミナルとしての利用が開始された段階で貸付けを行う予定。 

 

 

（２）博多港港湾運営会社の指定 

港湾運営会社については、平成 25 年 7 月末より公募を開始し、外部委員で構成される

「博多港港湾運営会社選定委員会」の審査を経て、平成 25 年 11 月１日、「博多港ふ頭株

式会社」（福岡市東区香椎浜ふ頭四丁目２番２号）を候補事業者として選定した。 

候補事業者となった博多港ふ頭株式会社は、港湾法第 43 条の 12 第 1 項の規定に基づ

き、港湾運営会社の指定申請書を港湾管理者である福岡市に提出。国土交通大臣の事前

同意を得て、福岡市は博多港ふ頭株式会社を博多港港湾運営会社として指定した。 

(参考)  

・指定申請書提出 : 平成 25 年 12 月 ５日 

・国土交通大臣同意 : 平成 26 年 １月 29 日 

・運営会社指定日 : 平成 26 年 ２月 20 日 

・事業に関する契約 : 平成 26 年 ４月 １日 

アイランドシティ地区 

アイランドシティ地区 
（コンテナターミナル） 

香椎パークポート地区 
香椎パークポート地区 
（コンテナターミナル） 

箱崎ふ頭地区 
（国際・国内ＲＯＲＯターミナル） 

箱崎ふ頭地区 
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４．運営実績 

博多港港湾運営会社は、貸付けを受ける港湾施設やその期間及び設備投資計画、資金計画、 

運営の効率化に資する取組みといった運営計画を策定しており、これに基づいてコンテナ 

ターミナルを運営してきた。 

これまでの運営実績については、博多港港湾運営会社から次のとおり報告を受けている。 

 

（１）対象施設 （別紙参照） 

・香椎パークポート地区コンテナターミナル 

・アイランドシティ地区コンテナターミナル  

 

（２）施設の提供時間 

 ００：００～２４：００（３６５日） 

 

（３）貸付けを受ける港湾施設 

    港湾法第 55 条第５項の規定に基づき、港湾管理者からコンテナターミナルを構成する

港湾施設の貸付けを受けている。 

 

（貸付けを受ける主な施設の種類等）       令和 5 年 8月 1日現在 

区分 種類 数 規模・構造等 

香
椎
パ
ー
ク
ポ
ー
ト
地
区 

岸壁 2 バース 延長 600ｍ、水深 13m 

荷さばき地 1 式 23,556 ㎡ 

野積場 1 式 168,995 ㎡ 

ガントリークレーン 4 基 定格荷重 40.6ｔ(16 列 2 基、17列 2 基) 

管理棟 1 棟 延床面積 4,996 ㎡、ＲＣ造４階建 

修理場 1 棟 延床面積 1,193 ㎡、鉄骨造３階建 

検査場 1 式 面積 4,067 ㎡、鉄骨造平屋建 

ア
イ
ラ
ン
ド
シ
テ
ィ
地
区 

岸壁 2 バース 
延長 330ｍ、水深 14ｍ 

延長 560ｍ、水深 15ｍ 

荷さばき地 1 式 36,613 ㎡ 

野積場 1 式 429,554 ㎡ 

ガントリークレーン 6 基 定格荷重 40.6ｔ(18 列 6 基) 

管理棟 1 棟 延床面積 850 ㎡、鉄骨造２階建 

検査場 1 式 面積 11,274 ㎡ 

冷凍コンセント 240 口 電圧 440Ｖ 

    

 

（４）港湾施設の貸付けを受ける期間 

平成 26 年４月１日から令和６年３月 31 日まで （10 年間） 
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（５）博多港港湾運営会社が所有する主な荷さばき施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）平成 26 年度から令和５年度に博多港港湾運営会社が整備した主な荷さばき施設等  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 種類 数 構造等 

香椎パーク 
ポート地区 

ストラドルキャリア 17 台 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型 6 台 

冷凍コンセント 300 口  

給油所 1 式  

アイランド 
シティ地区 

トランスファクレーン 26 基 電動型 

トラクター・ヘッド 30 台  

シャーシ 30 台  

給油所 1 式  

トランスファクレーン修理場 1 式  

給電設備（BUS-BAR） 1 式  

メンテナンスショップ 1 棟  

冷凍コンセント 368 口  

区分 種類 
数 

構造等 
計画 実績 

香椎パーク 
ポート地区 

ストラドルキャリア（更新） 9 台 3 台(※1) ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型、低燃費型 

アイランド 
シティ地区 

トランスファクレーン(新規） 12 基 7 基(※2) 電動型 

トラクター・ヘッド（新規） 12 台 6 台(※2)  

トラクター・ヘッド（更新） 14 台 8 台(※1)  

シャーシ（新規） 12 台 6 台(※2)  

トランスファクレーン修理場(新規） 1 式 1 式  

給電設備（BUS-BAR）（新規） 1 式 1 式  

冷凍コンセント（新規）   384 口 272 口(※3)  

※1 メンテナンス体制の強化により、ストラドルキャリア、トラクター・ヘッドの更新時期
を見直した。 

※2 アイランドシティ地区８岸（Ｄ岸壁未整備）のトランスファクレーン、 
トラクター・ヘッド、シャーシの新規導入を一部見送った。 

※3 リーファーコンテナ取扱量や冷凍コンセント稼働状況を考慮し、一部整備を見送った。 
 

令和 5 年 8月 1 日現在 

令和 5 年 8月 1 日現在 
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（７）実施した主な取組み 

①効率的なターミナルの運営 

香椎パークポート地区及びアイランドシティ地区の二つのコンテナターミナルに

おいて、利用状況に応じた船舶の岸壁利用調整等を実施し、コンテナターミナル内外

の混雑を回避し、効率的なターミナル運営を行った。 

アイランドシティコンテナターミナルの拡張及びコンテナ取扱量等に応じて、荷役

機械等を導入するなど、コンテナターミナルの機能強化を図るとともに、365 日 24 時

間の自社メンテナンス体制を整備し、利用者に対し安全安心に利用できる荷役機械等

を提供した。 

（主な取組み） 

・ターミナルの利用状況に応じた岸壁の利用調整 

・荷役機械等の整備 

 ストラドルキャリア（ハイブリット型・低燃費型） 

３基更新（平成 29 年度～令和元年度） 

 電動型トランスファクレーン 

         ２基新規（平成 28 年度）※アイランドシティ C2 ターミナル拡張        

 1 基新規（令和 ２年度）※アイランドシティ C2 岸壁延伸 

         ４基新規（令和 ４年度）※アイランドシティ D ターミナル 

 冷凍コンセント 240 口新規（令和４年度）※アイランドシティ Dターミナル 

 

②ＩＴ化への取組みの推進 

博多港物流ＩＴシステム「ＨｉＴＳ」（※）の機能拡充により、各手続きの電子

化（ペーパーレス化）、スマートフォンを活用したシステム導入、海外港との連携

強化など、情報の共有化等の取組みを通じて作業効率性の向上を実現した。 

 （主な取組み） 

・コンテナ搬入票等の電子化（平成 28 年度） 

     ・スマートゲートシステム導入（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝによるｹﾞｰﾄ受付を開始）（平成 28 年度） 

     ・コンテナヤードの混雑状況をリアルタイムで動画配信（令和元年度） 

     ・輸出コンテナ情報照会の照会結果メール配信機能の追加（令和４年度） 

・海外港湾との連携 

バンコク港（平成 27 年度） 

天津港、厦門港、台北港、ホーチミン港（平成 28 年度） 

上海港、香港港（平成 29 年度） 

ハイフォン港（令和元年度） 

 

   

 

 

 

 

 

（※）博多港物流ＩＴシステムＨｉＴＳ
ヒ ッ ツ

（HAKATA PORT LOGISTICS IT SYSTEM） 

ＷＥＢサイトを利用して、輸出入コンテナのステイタス（行政手続きの進捗状況や位置

情報等）の確認や、物流関係者間における作業情報の指示・伝達など、物流の効率化・迅

速化に必要な情報をリアルタイムに把握できるサービス。 
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③集荷対策・航路誘致 

     物流系展示会等を活用した集荷活動を実施するとともに、博多港コンテナ物流トラ

イアル推進事業などにより、博多港を利用する新たな物流ルートの構築に取り組むな

ど、市と連携して集荷対策・航路誘致に取り組んだ。 

 （主な取組み） 

・物流系展示会等への出展（博多港振興セミナー、国際物流総合展、 

アジア・シームレス物流フォーラムなど） 

・博多港コンテナ物流トライアル推進事業の実施 

・日本海側港湾との連携強化 

・岸壁使用料や荷役機械使用料等の柔軟な料金設定 

    

④環境負荷の低減 

     トランスファクレーンの電動化や省電力リーファー設備など、コンテナターミナル

の脱炭素・低炭素化の取組みを推進した。 

（主な取組み） 

 ・電動トランスファクレーン新規導入（７基） 

 ・ストラドルキャリア更新（ハイブリッド型等）（３基） 

 ・ヤード照明ＬＥＤ化の実証実験 

 ・ルーフシェード設置（リーファー設備への開閉式屋根の設置により、リーファー 

コンテナ表面温度の上昇を抑制し、電力消費を削減） 

 

⑤フォローアップ体制の構築 

コンテナターミナルの管理運営や安全対策、物流効率化、集荷対策等について協

議するため、コンテナターミナル関係者とのフォローアップ体制を構築した。 

（主な取組み） 

  ・博多港港湾運営会社連絡協議会 

  ・九大共同研究連携協議会 

  ・博多港コンテナターミナルオペレーター会 

  ・博多港コンテナターミナル安全委員会 

  ・博多港指定保税地域運営協議会 

 

⑥労働環境改善 

     労働環境の整備、コンテナターミナル見学会の実施など、港運業界における労働力 

確保に向けた取組みを実施した。 

（主な取組み） 

・男女作業員共同休憩所等の厚生施設整備（香椎パークポート地区、 

アイランドシティ地区） 

・岸壁トイレの整備（香椎パークポート地区、アイランドシティ地区） 

・マリンハウスの運営（アイランドシティ地区） 

・博多港雇用推進検討会議への参画（港湾労働イメージアップ DVD 作成支援など） 

・博多港国際コンテナターミナル親子見学会の開催 
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 ⑦安全対策 

     自然災害や感染症拡大時におけるコンテナターミナル事業継続への対応、特定外来

生物への対応、事故防止のための荷役作業の安全性向上など、安全安心なコンテナ 

ターミナルの管理運営に取り組んだ。 

（主な取組み） 

     ・防災訓練等の実施（避難訓練、非常用電源確保訓練など） 

     ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

     ・停電時における荷役機械搭載発電機を利用したコンテナターミナル各施設への 

電力供給システムの構築 

・特定外来生物（ヒアリ等）対策（定期的な実態調査及び忌避剤の散布等） 

     ・荷役機械の安全対策（事故防止） 

 熟練技能者の視線の動きを計測、分析する「アイトラッキングシステム」を

安全対策に活用 

 ストラドルキャリアに走行速度抑制機能及び速度超過警報器を設置 

 トランスファクレーンにトレーラー吊り上げ防止警笛を設置及びモニター

を増設 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※博多港統計数値より 

新型コロナウイルス感染症の影響 
中国経済減速の影響など 

 

（参考)国際海上コンテナ取扱量の推移 
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５．運営実績に対する港湾管理者の評価 

港湾管理者は、博多港港湾運営会社が実施した主な取組み（「４.（７）実施した主な取組

み」参照）等を基に、運営実績を総合的に検討した結果、港湾運営会社制度の目的である   

「コンテナターミナルの効率的な運営」を適切に実施していると評価している。主な取組み

に対する評価は次のとおりである。 

 

①効率的なターミナルの運営 

・二つのコンテナターミナルを 365 日 24 時間止めることなくサービスを提供している。 

・コンテナターミナルの拡張に合わせた独自の荷役機械等の整備や、自社メンテナンス 

体制の構築により、コンテナターミナルの機能強化と安全安心な荷役機械等の提供を 

実現している。 

・設備投資にあたっては、会社の経営状況を考慮しながら、自己資金を活用して適切に  

対応している。 

 

②ＩＴ化への取組みの推進 

・ＨｉＴＳの機能拡充により、手続きの電子化、利便性向上のための機能追加、海外港湾 

 との連携拡大等、コンテナターミナルの利便性や作業効率の向上を実現している。 

 

③集荷対策・航路誘致 

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和２年度以降のコンテナ取扱量は減少 

しているが、それまでのコンテナ取扱量は増加傾向で推移している。 

・物流系展示会等におけるＰＲ活動や博多港の新たな物流ルートの構築等、集荷対策、  

航路誘致に市と連携して積極的に取り組んでいる。 

 

④環境負荷の低減 

・港湾運営会社独自の荷役機械等の導入にあたっては、トランスファクレーンの電動化 

など、環境負荷の低減に取り組んでいる。 

・博多港カーボンニュートラルポート形成推進協議会に参画し、脱炭素化に向けた具体的

な取組みなどを検討、協議している。 

 

⑤フォローアップ体制の構築 

・博多港港湾運営会社連絡協議会など、様々な関係者との協議の場を通じて、コンテナ  

ターミナルの効率化等に向けたフォローアップ体制を構築している。 

 

⑥労働環境改善 

・港湾労働者の良好な労働環境の整備や港湾業界における労働力確保の支援に取り組んで

いる。 

 

 

 

 

-13-



 

 

⑦安全対策 

・災害や感染症拡大におけるコンテナターミナルの事業継続に向けた取組みなど、非常時

に備えた準備を適切に行っている。 

・特定外来生物の発見時の対応はもちろんのこと、コンテナターミナル内における定期的

な実態調査、忌避剤の散布などの対策を適切に行っている。 

 

 

６．運営計画の変更 

港湾施設の貸付期間の変更にあたっては、港湾法に基づき運営計画を変更する必要がある。 

今回、博多港港湾運営会社から申請があった運営計画の内容は以下のとおり。 

   

（１）対象施設   

変更なし  （「４.（１）対象施設」参照）  

 

（２）施設の提供時間 

    変更なし  （「４.（２）施設の提供時間」参照） 

  

（３）貸付けを受ける港湾施設   

変更なし  （「４.（３）貸付けを受ける港湾施設」参照）     

 

（４）港湾施設の貸付けを受ける期間 

令和６年４月１日から令和 16 年３月 31 日まで（10 年間）  

 

（５）博多港港湾運営会社が整備する主な特定荷さばき施設等（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 種類 数 構造等 

香椎パークポート地区 
ストラドルキャリア（更新） 2 台  

冷凍コンセント受変電設備(更新) １式  

アイランドシティ地区 

トランスファクレーン(新規） 3 基 電動型 

トランスファクレーン(更新） 13 基 電動型 

トラクター・ヘッド（新規） 4 台  

トラクター・ヘッド（更新） 16 台  

シャーシ（新規） 4 台  

シャーシ（更新） 24 台  
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（６）埠頭群（コンテナターミナル）の運営の効率化に資する取組み 

①効率的なターミナルの一体的運営の推進 

コンテナターミナルを一体的に運営し、機能を最大限に活かし効率的な運営を推進

する。 

    （主な取組み） 

     ・ターミナルの利用状況に応じた岸壁の利用調整 

     ・自社メンテナンスによる安全安心な荷役機械の提供      

②手続きのＩＴ化等のサービス向上、荷主ニーズを踏まえた取組み 

コンテナ貨物情報を一元化する博多港物流ＩＴシステム「ＨｉＴＳ」の安定的な 

サービスの提供に向け、セキュリティ対策などの強化を図るとともに混雑対策など更

なるターミナル運営の効率化に資する機能拡充に取り組む。 

（主な取組み） 

  ・「ＨｉＴＳ」のバージョンアップ 

 

③集荷体制の強化に向けた取組み 

アジアに近接する日本海側最大の国際物流拠点のポテンシャルを活かした集荷促進

に取り組むとともに、経済及び物流動向に即した集荷活動に向け港湾管理者を含めた

博多港関係者や経済団体等と連携強化を図る。 

（主な取組み） 

  ・日本海側港湾との連携強化による物流ルートの複線化の推進 

     ・日用品や農林水産品などの輸出強化 

     ・博多港の強みの情報発信強化 

     ・博多港コンテナ物流トライアル推進事業 

 

④環境負荷の低減 

コンテナターミナルの脱炭素・低炭素化への取組みを進め、カーボンニュートラル 

ポート形成を推進する。 

（主な取組み）  

・低燃費型ストラドルキャリア（更新） 

・電動型トランスファクレーン（新規） 

・博多港カーボンニュートラルポート形成計画に基づく事業の取組み 

           

⑤フォローアップ体制の構築 

物流効率化のための迅速な対応を行える体制として、コンテナターミナル関係者か

らなる協議の場「博多港港湾運営会社連絡協議会」を活用し、関係者の意見等を踏ま

えて運営に反映するなど、物流効率化の取組みを実効性のあるものにする。 
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⑥労働環境改善 

コンテナターミナル関係者からの意見等を踏まえながら、労働環境の整備に取り組

むとともに、コンテナターミナル機能を維持するため関係者と連携し、労働力不足へ

の対応に取り組む。 

（主な取組み） 

 ・厚生施設等の維持管理 

 ・コンテナターミナル見学会 

 ・博多港雇用推進検討会議への参画 

 

⑦安全対策 

災害や感染症拡大におけるコンテナターミナルの事業継続への対応、特定外来生物

対策、荷役作業の安全性向上など、これまでの取組みを継続し、安全安心なコンテナ

ターミナルの管理運営に取り組む。 

（主な取組み） 

・防災訓練等の実施 

・特定外来生物対策 

・荷役機械の安全対策（事故防止） 

 

 

 

 

（参考)博多港港湾運営会社連絡協議会の体制図 
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⑧コンテナ貨物取扱量の目標等     

(ｱ)コンテナ取扱量の目標 

福岡市が「博多港港湾計画（平成 28 年３月改訂）」において目標値としている

国際海上コンテナ取扱個数 130 万 TEU の達成に向け、港湾管理者や博多港関係者

などの協力を得ながら、まずは博多港全体での 100 万 TEU の早期達成に努める。 

(ｲ)コンテナターミナル運営の効率性 

コンテナ取扱量の増加等により荷役作業量も増加するなか、本船作業本数や 

外来トレーラー受け渡し時間の実績値の維持・向上を図る。 

【目標】 

・ガントリークレーン 1時間 1基当たりの本船作業本数 37 本以上 

・外来トレーラー1台当たりの受け渡し時間 20分以下 

 

 

７．運営計画の変更申請に対する港湾管理者の認可について 

  博多港港湾運営会社が申請した運営計画の変更については、コンテナターミナルの更なる

効率化や利用者のニーズに沿った使いやすい港づくりを引き続き推進する計画であること

から、国土交通大臣の同意を得た上で、令和５年度内に港湾管理者として認可し、令和６年

度からの港湾施設の貸付契約を締結する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考)スケジュール 
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別 紙 

 

〇香椎パークポート地区コンテナターミナル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇アイランドシティ地区コンテナターミナル 

 

Ｎ

Ｎ
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